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入間市立図書館分館の指定管理者候補選定結果について 

 

１ 施設の名称 

  入間市立図書館分館 

  入間市立図書館西武分館 （所在地 入間市大字仏子１０８４番地１２） 

  入間市立図書館金子分館 （所在地 入間市大字寺竹５３５番地１） 

  入間市立図書館藤沢分館 （所在地 入間市下藤沢５丁目１７番地１） 

 

２ 入間市指定管理者候補選定委員会の開催及び選定経過 

入間市指定管理者候補選定委員会において「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイ

ドライン」に基づいて審議を進めた。当初、公募にて受付を行う予定であり、令和７年７

月１８日から市公式ホームページ等に募集記事を掲載し、７月３１日に現地説明会を開催

のうえ、８月２６日から９月６日にかけて応募の受付を行う予定であった。 

しかし、その後、市の内部にて図書館本館への指定管理制度の導入を含めた、施設の管

理・運営方法のあり方について検討に着手する方針を決定したことに伴い、図書館本館と

分館を一括して同一の指定管理者を指定することで、連携体制やスケールメリットを活か

した効果的な運用が期待できることから、令和８年度において本館と分館を一括して指定

管理者候補の選定を行うことを可能とするため、市として今年度は、図書館分館について

令和８年度の１年間を指定期間とする選定を実施する方針とした。 

上記のことから、第３回選定委員会において、選定方法について再度協議し、「施設の在

り方について検討中の施設や、近く廃止することとしている施設について、検討中の結果

が出るまで、または廃止になるまでの間、暫定的に管理を継続する必要がある場合」に該

当するものとして、入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第２条第２項

第３号の規定により、公募によらず、現在の指定管理者である株式会社図書館流通センタ

ーからのみ応募を求めることに決定した。 

１１月１０日から１１月２８日までの応募書類の受付期間に株式会社図書館流通センタ

ーから応募書類の提出を受けた。 

選定にあたっては、第４回選定委員会において、応募団体によるプレゼンテーションを

実施し、事業計画書及び収支計画書等の提案内容について、審査項目ごとに評価・採点を
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行った。審査の結果、総合評価点が最低基準点の２１０点を上回る２３３.００点となり、

指定管理者候補として適正であると判断し、株式会社図書館流通センターを指定管理者候

補として決定した。 

  ・第１回選定委員会   ５月９日（委員委嘱、選定委員会の概要説明、施設概要説明） 

  ・第２回選定委員会   ６月２７日（選定方法、採点方法の決定） 

・第３回選定委員会   １０月１０日（選定方法等変更の決定） 

・第４回選定委員会   １２月２５日（プレゼンテーション・候補者決定） 

 

３ 入間市指定管理者候補選定委員会委員（市職員４人、外部委員３人） 

  委員長 濱川  敦  副市長 

委 員 浅見 嘉之  企画部長 

委 員 平沼 宏之  総務部長 

委 員 浅見 泰志  教育部長 

委 員 高梨 雅樹  税理士（外部委員） 

委 員 小林 由利  社会保険労務士（外部委員） 

委 員 清水  繁  施設利用者代表（外部委員） 

 

４ 応募団体 

株式会社図書館流通センター 

 

５ 選定結果 

（１）評価結果 

応募団体名 
評価点 

（３００点満点） 

株式会社図書館流通センター ２３３．００点 

 

（２）選定団体 

株式会社図書館流通センター 

東京都文京区大塚三丁目 1番 1号 代表取締役社長 谷一 文子 
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（３）選定理由（選定委員会委員の審査・意見より） 

  ア 審査項目の「『個人情報』と『業務上知り得た秘密』の保護」、「利用者サー

ビスの向上」、「自主事業の内容や収支計画」、「事業実績」において、高評

価を得ている。 

イ 利用者目線に立った自主事業の展開、利用者に寄り添ったサービスなど、入間

市における５年間の実績は高く評価できる。 

ウ 図書館流通センターが導入した電子図書館サービスのさらなる充実に対して

期待が出来る。 

エ 地域住民やボランティア団体との交流を積極的に行う提案があり、新しい事業

展開が期待できる。 

オ 人員配置や研修体制について、制度が整っており、評価できる。 

 

６ 指定期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日（１年間） 


